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知 事 提 案 説 明 要 旨

平成２８年１１月定例県議会

平成２８年１１月定例県議会の開会に当たりまして、まず冒頭に一言

御礼を申し上げます。

本日は県議会の御発案により、記紀編さん１３００年記念事業を盛り

上げる取組といたしまして、古代衣装をまとっての本会議となりました。

この取組も記紀編さん記念事業がスタートした平成２４年度から数え

て５回目となりますが、古代に思いを馳せつつ、先人と今を生きる私た

ちが深い絆で結ばれたような気持ちになります。

あらためまして、「神話の源流 みやざき」を県内外へ発信していく

上で、このような大変貴重な機会を設けていただいたことに対しまして、

星原議長をはじめ県議会の皆様に厚く御礼申し上げます。

【 県 政 報 告 】

また、関連しまして、１点御報告をさせていただきます。

国民文化祭についてであります。

今月１日に、文化庁より、平成３２年度に開催される第３５回国民文

化祭開催地の内定を受けました。

記紀編さん１３００年記念事業の集大成として、日本書紀編さん１３００

年に当たるこの年に本県で開催することを目指して、国への要望活動を

展開してきたところであり、今回の内定について、大変うれしく思って

いるところであります。
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「文化の国体」とも言われる国民文化祭の開催が、文化芸術のすばら

しさや地域の文化資源に対する認識を一層深め、本県文化の更なる振興

・活性化につながるよう全力で取り組んでまいります。

また、この年は、世界中の注目が集まる「２０２０年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会」が開催される年でもあります。この絶好

の機会に、宮崎の多彩な魅力を国内外に発信し、参加者の皆様をはじめ、

本県を訪れる全ての方々をおもてなしの心でお迎えできるよう、準備を

進めてまいります。

【 議 案 の 概 要 】

それでは、本日提案いたしました議案の概要について御説明申し上げ

ます。

はじめに、補正予算案についてであります。

今回の補正予算案は、経済対策に伴う国の平成２８年度第２次補正予

算に係る経費及びその他必要とする経費について措置するものでありま

す。

補正額は、

一 般 会 計 ３１２億４,０８１万円

このうち、国の経済対策の実施に伴う経費が、

３０５億３,９６２万円となっております。

また、

特 別 会 計が ６,１６７万５千円

公 営 企 業 会 計が ２億５,９６８万５千円

であります。
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なお、一般会計の歳入財源は、

分担金・負担金 ７億４,１３８万７千円

国 庫 支 出 金 １８８億５,０４９万９千円

繰 入 金 ５億２,７３２万７千円

諸 収 入 １３億１,８３９万７千円

県 債 ９８億 ３２０万円

であります。

この結果、平成２８年度の一般会計歳入歳出予算規模は、

６,２５０億５,９５９万３千円となります。

以下、主な事業の概要について御説明申し上げます。

まず、国の経済対策の実施に伴うものについてでありますが、国から

補助を受けて実施する道路や河川、土地改良、造林等の補助・交付金事

業と、道路や河川、高速道路等の国直轄事業への負担金を合わせまして、

公共事業を約２１５億円措置することとしております。

また、公共事業以外の事業としまして、本県農林業の収益力向上や競

争力強化を図るため、耐候性ハウスや集出荷貯蔵施設、牛舎、木材加工

流通施設等の施設整備及び牛の自動セリシステムや高性能林業機械の導

入の支援等を行うこととしております。

さらに、神奈川県相模原市の障がい者施設で発生した事件を受け、社

会福祉施設等が防犯対策を強化するために行う防犯装置の設置等に対す

る支援や、熊本地震で被災した子どもの就学・就園支援、台風等による

海岸漂着物の回収・処理等も行うこととしております。

次に、国の経済対策に伴うもの以外としましては、熊本地震を受けて

実施した緊急点検の結果を踏まえ、緊急輸送道路の法面防災対策を行う



- 4 -

ための県単公共事業の追加、また、地方創生推進交付金を活用した農水

産物の機能性解析体制の整備やビジネス情報の一元化等による食品製造

業者の販売力の強化などを行うこととしております。

【 予 算 以 外 の 議 案 】

次に、予算以外の議案について御説明いたします。

議案第６号 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条

例は、道路交通法の一部改正に伴い、準中型自動車免許の新設や新たな

高齢者講習制度が実施されること等から、手数料の新設等を行うもので

あります。

議案第７号 職員の退職手当に関する条例及び病院事業職員の給与の

種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例は、雇用保険法等の一

部改正に伴い、失業給付の対象者の拡大が図られること等から、失業者

の退職手当に関する規定の改正を行うものであります。

議案第８号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を改

正する条例は、知事の権限に属する事務のうち、煙火の消費に係る事務
えん か

等について、取扱いを希望する市町村に権限を移譲するための改正等を

行うものであります。

議案第９号 公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例の一

部を改正する条例は、県民生活の更なる安全と平穏の確保を図る観点か

ら、卑わいな行為、粗暴行為及びつきまとい行為等に対する規制を強化

するため、関係規定の改正を行うものであります。

議案第１０号は、えびの警察署庁舎建設主体工事の請負契約の締結に

ついて、議会の議決に付すべき契約に関する条例第２条の規定により、



- 5 -

議会の議決に付するものであります。

議案第１１号は、宮崎港マリーナ施設、宮崎県サンビーチ一ッ葉及び

県立阿波岐原森林公園の指定管理者を指定することについて、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決に付するものであり

ます。

議案第１２号は、平成２８年２月定例県議会で議決を経た畑地帯総合

整備事業及び小規模たん水防除事業の執行に伴う市町村負担金の徴収に

ついて、国費が嵩上げされることから、議決内容の一部を変更するもの

であります。

議案第１３号は、平成２９年度の全国自治宝くじ及び西日本宝くじの

本県発売金額を定めることについて、当せん金付証票法第４条第１項の
つき

規定により、議会の議決に付するものであります。

議案第１４号及び議案第１５号につきましては、収用委員会委員２名

が平成２８年１２月２８日をもって任期満了となりますので、その後任

委員を任命いたしたく、議会の同意を求めるものであります。

このうち、議案第１４号は、田中 寛 氏の後任委員として、
た なか ひろし

大迫 敏輝 氏を、議案第１５号は、山本 圭吾 氏の後任委員として、
おおさこ とし き やまもと けい ご

現在、収用委員会予備委員の宮永 博美 氏をそれぞれ任命いたしたく、
みやなが ひろ み

土地収用法第５２条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであ

ります。

議案第１６号につきましては、収用委員会予備委員 河野 喜和 氏
かわ の よしかず

が平成２８年１２月２８日をもって任期満了となりますので、その後任

予備委員として、髙島 俊一 氏を任命いたしたく、議案第１７号は、
たかしま しゆんいち

収用委員会予備委員 宮永 博美 氏から収用委員会予備委員を辞任し
みやなが ひろ み
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たい旨の申し出がありましたので、その後任予備委員として、

持原 道雄 氏を任命いたしたく、土地収用法第５２条第３項の規定に
もちはら みち お

より、議会の同意を求めるものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要について御説明いたしました。

よろしく御審議のほどお願いいたします。


